
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  青色事業専従者となるための要件 

Ｑ：私は青色申告をしている個人事業者で

す。この度同居している長男が店を手伝うこ

ととなりましたので給与を支払います。聞く

ところによると、同居親族に給与を支払う場

合は一定の要件を満たさないと必要経費にで

きないそうですが、詳細を教えてください。 

 

Ａ：以下のとおりです。 

【解説】 

 所得税では、事業主が生計を一にする配偶

者や親族に支払う給与の額は、原則として必

要経費に算入することはできませんが、次の

要件を満たす青色申告者については、その業

務に従事する配偶者や親族に支払う対価の額

のうち、その者の労務の対価として相当であ

ると認められる金額を必要経費に算入するこ

とが認められています。 

①事業主が不動産所得、事業所得、山林所得

を生ずる事業を営んでいること。 

②その業務に従事する配偶者や親族（青色事

業専従者）が15歳以上であり、かつ、その年

を通じて６ヶ月を超える期間（結婚等により

年を通じて従事することができない場合には

従事することができる期間の２分の１を超え

る期間）その業務に専ら従事していること。 

③事業主が適用を受けようとする年の３月15

日（その年１月16日以後新たに青色事業専従

者を有することとなった場合には、その有す

ることとなった日から２月以内）までに、青

色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の額、

支給時期など必要事項を記載した書類を税務

署長に提出していること。  
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